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重要事項説明書（短期入所生活介護） 
 

 

１ 事業所の概要 

事業所名 特別養護老人ホーム 和みの園 

管理者 木内 菜穂子 

介護保険事業所番号 １４７１０００６４４号 

所在地 横浜市戸塚区東俣野町１７０５番地 

電話番号 ０４５（８５１）０７５３ 

 

 

２ 事業所の職員体制等 

（併設する介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護施設と兼務） 

（平成 30年 7月 1日現在） 

職  種 
従事するサービス類、業

務 
人   員 

管理者 職員管理、業務管理 １名 

嘱託医師 健康管理、診療 １名（非常勤１名） 

生活相談員 利用者の相談援助 １名（常勤兼務１名） 

介護職員 日常生活に必要な介護 ３０名（常勤２６名・非常勤４名） 

看護師・准看護師 健康管理、服薬管理 ５名（常勤４名・非常勤１名） 

機能訓練指導員 機能訓練指導業務 １名（常勤兼務１名） 

管理栄養士 食事、栄養管理 １名（常勤兼務１名） 

介護支援専門員 介護支援業務 ２名（常勤兼務２名） 

 

 

３ 設備の概要（併設する介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護施設と兼用） 

区 分 数量 ・ 規模 備   考 

利用定員 ６名（本入所７４名）  

居 室 
２人部屋 ３３室（１室２３．１㎡） １人当り面積１１．５㎡ 

個  室 １４室（１室１３．９㎡）  

食 堂 ２室  

機能訓練室 １室  

浴室 ２室 一般浴室と特殊浴室があります 

便所 ３０箇所  

洗面所 各室１箇所  

医務室 １室  

静養室 １室  

面接室 １室  

和室 １室  

理美容室 １室  
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４ サービス内容 

食   事 
朝食   ７：３０～ ８：３０ 昼食 １２：００～１３：００ 

おやつ １５：００～１５：３０ 夕食 １８：００～１９：００ 

介   護 
食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助、整容介助、施設内移動の付

添、レクリエーション等。 

入   浴 
最低、週２回入浴可能です。当日の体調等により清拭となる場合があり

ます。 

 

５ サービス提供地域（通常の送迎の実施地域） 

 

横浜市戸塚区、栄区、泉区、鎌倉市、藤沢市 

 

６ 利用者負担金 

［１］利用者の方からいただく利用者負担金は次表のとおりです。この金額は、次の３種類に

分かれます。なお（２）または（３）の費用については、事前に詳細を説明のうえ、利用

者の同意を得なければならないこととされています。疑問点等があればお尋ねください。 

 （１）介護報酬に係わる利用者負担金（１割負担の場合） 

区分 単位数 負担金 

(1割) 

負担金 

(2割) 

負担金 

(3割) 

内容の説明 

①基本額 

(1日あたり) 

要介護１ 584単位 636円 1271円 1906円 

介護保険の短期入所

生活介護を利用した

際の基本料金です。 

要介護２ 652単位 710円 1419円 2128円 

要介護３ 722単位 786円 1571円 2357円 

要介護４ 790単位 860円 1719円 2579円 

要介護５ 856単位 932円 1863円 2794円 

②加算額 

生活機能向上連携

加算 

(1月) 200単位 

218円 436円 653円 

医療提供施設等の理学療法士

等が当施設を訪問し、当施設

の機能訓練指導員等と共同し

て入所者ごとに個別機能訓練

計画を作成し、計画的に機能

訓練を実施した際の加算で

す。 

看護体制加算Ⅰ 

(1日) 4単位 
5円 9円 13円 

常勤の看護師を配置

した際の加算です。 

看護体制加算Ⅱ 

(1日) 8単位 
9円 18円 27円 

併設の場合は専任の看護職員

を１名以上、空床の場合は看

護職員の数を 4 名以上配置し

た際の加算です。 

医療連携強化加算 

(1日) 58単位 
64円 127円 190円 

胃瘻や人工肛門等の処置を行

なう必要がある利用者につい

て、看護体制加算Ⅱの算定や

定期的な看護職員の巡視、急

変時の対応等の家族や医療機

関との取り決め等を行なって

いる場合の加算です。 

夜勤職員配置加算Ⅰ 

(1 日) 13単位 
15円 29円 43円 

夜勤時間帯の介護・看護職員

を、最低基準より 1 名多く配

置した場合の加算です。 

認知症緊急対応加算 

(1 日) 200 単位 
218円 436円 653円 

医師により、認知症の行動等

により在宅での生活が困難

で、緊急で利用することが適

当と判断した際の加算です(7

日間のみ)。 

若年性認知症受入加算 

(1日) 120単位 
131円 261円 392円 

若年性認知症の疾患があり、

個別の担当者を中心にｻｰﾋﾞｽ

を提供した際の加算です。 

送迎加算 

(1回) 184単位 
201円 401円 601円 

送迎(片道)の加算で

す。 
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緊急短期入所受入

加算 

(1日) 90単位 

98円 196円 294円 

居宅サービス計画に記載され

ていないものの、利用者や家

族の状態等により緊急に利用

した場合、７日または１４日

を限度として加算。 

連続の利用が 30日を

超えた場合の減算 

(1 日) 30単位 

33円 66円 98円 

継続した利用が３０日を超え

た場合、３１日目以降は１日

につき３０単位を算定単位数

から減算します。 

療養食加算 

(1回) 8単位 
9円 18円 27円 

配置医師の指示により糖尿病

食や腎臓病食等の治療食を提

供した際の加算で、1 日 3 回

まで算定可能です。 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算Ⅰ 

(1 日) 18単位 
20円 39円 59円 

介護職員のうち、介護福祉士

を 60%以上配置した際の加算

です。この加算は、区分支給限

度額の対象外です。 

処遇改善加算Ⅰ(1月) 合計単位数の 83/1000を加算 

介護職員の賃金改善等を実施

するための加算です。この加

算は、区分支給限度額の対象

外です。 

 

※ 利用された方の負担金は、その月に利用された単位数(加算含む)×10.88(地域区分)の

10～30％です。 

※ サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、全額自己負担となりま

す。 

 

 （２）「食費、居住費」 

区 分 金 額 内容の説明 

①食費（１日） １８５２円 
朝食代が４６３円、昼食(おやつ含む)代が８

２３円、夕食代が５６６円です。提供した分

のみの請求となります。 

②居住費（１日） 
２人部屋  ８４０円 

個室   １５６７円 

特に指定がない場合は、２人部屋となりま

す。 

※ 上記の食費と居住費は、「介護保険負担限度額認定証」や「社会福祉法人による利用者負

担軽減確認証」の交付を受けていない方の料金です。交付を受けている方には、証に記載され

ている通りの減額措置があります。 

 

 （３）「その他の費用」（全額、自己負担） 

区 分 金 額 内容の説明 

①理美容代 

カット      １３００円 

シャンプー     ９００円 

パーマ      ４３００円 

カラーリング   ４３００円 

顔そり       ９００円 

ヘッドマッサージ  ７００円 

ハンドマッサージ  ７００円 

利用者の希望･選択によって提供した

場合。(原則として、前々日までにお

申し出下さい。) 

②特別な食事代 

(通常の「食費」と

は別の負担となり

ます。) 

・うなぎ(主菜の代わりに提供) 

          ６３０円 

・天ぷら(３品、主菜の代わりに

提供)        ２６０円 

・ラーメン(主食、主菜の代わり

に提供)       ２６０円 

・カレーライス(主食、主菜の代

わりに提供)     １１０円 

・刺身(主菜の代わりに提供、夏

場は提供できません) ９７０円 

利用者の希望･選択によって提供した

場合。(原則として５日前までにお申

し出下さい。) 
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③日用品費 
ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、歯ﾌﾞﾗｼ、歯磨き粉、

口腔内保湿ｼﾞｪﾙ等    実費 

利用者の希望・選択によって提供した

場合。（持参の場合は無料です。） 

④行事費 実費 利用者の希望によって参加した場合。 

⑤クリーニング代 実費 利用者の希望によって依頼された場合。 

⑥複写物の交付 １枚      １０円 利用者の希望によって依頼された場合。 

⑦電気料金 
テレビ等   １日１０円 

電熱器類   １日５０円 

利用者の希望によって利用(持込)さ

れた場合。 

（注） （３）は、（１）及び（２）で定められている内容以外のサービス提供を受けた場合に

要する費用です。 

 

 ［２］支払方法 

利用者負担金は、郵便振込によりお支払いいただきますようお願い致します。お振込

みはご利用月の末日にて締め、翌月の１５日位に振込用紙をご郵送致しますので、到着

月の２７日迄にお振り込み下さい。（休日の場合は先送り。）なお、振込手数料は和みの

園が負担致します。   

 

７ サービス利用の中止 

 

 （１） 利用者がサービスの利用の中止を希望される際には、速やかに所定の連絡先までご

連絡下さい。 

・連 絡 先： ０４５－８５１－０７５３ 

・連絡時間： 午前９：００～午後５：００ 

 （２） 利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前々日迄にご連絡下

さい。前日または当日のキャンセルは、次のキャンセル料を頂く場合がありますので

ご了承ください。（但し、利用者の容態の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合の

キャンセル料は不要です。） 

（３） キャンセル料は、利用者負担の支払いに合わせてお支払い頂きます。 

時  間 キャンセル料 

サービス利用の前々日まで 無  料 

サービス利用の前日まで 利用者負担金の５０％ 

サービス利用の当日 利用者負担金の１００％ 

 

８ 当施設のサービスの方針等 

 

ご利用期間中の食事、入浴、排泄などの生活全般に対して、個々の特性に応じたサービ

スを提供致します。 

 

９ サービス利用に当っての留意事項 

①面会時間 
午前９：００～午後７：３０（左記以外の時間にご面会をご希望

の場合はご相談下さい。） 

②金銭・貴重品 紛失されても補償できません。お持ち込みはご遠慮ください。 

③飲酒・喫煙 

ご希望の場合は必ず事前にお申し出ください。所定の場所でのみ

可能です。持ち込みの酒類、喫煙具は全て施設で預からせて頂き

ます。 

④設備の利用 

共有物の取扱いは丁寧にご利用ください。重大な過失、または故

意による破損と認められる場合は弁償して頂く場合がございま

す。 

⑤所持品の持ち込み 個人名を必ず、油性ペンでご記入ください。 
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⑥その他 

施設内での営利行為や宗教の勧誘、政治活動等は禁止致します。 

ご利用期間中の病院への定期受診は、ご家族での対応をお願い致

します。 

火気の取り扱いは、禁止致します。ライター等は施設にお預け下

さい。 

 

１０ 緊急時等の対応方法 

 

サービス提供に当り、事故や体調の急変等が生じた場合は、事前にお届けのあった緊

急連絡先、救急医療機関、居宅介護支援事業所等に連絡致します。緊急連絡先に連絡が

取れない場合は、施設の判断で緊急処置を行ないますので、予めご了承下さい。 

 

１１ 協力病院等 

名 称：西横浜国際総合病院 

代表者：院長  小松 永二 

所在地：横浜市戸塚区汲沢町 56番地 

連絡先：０４５－８７１－８８５５ 

 名 称：横浜栄共済病院 

 代表者：院長  細川 治 

 所在地：横浜市栄区桂町 132番地 

 連絡先：０４５－８９１－２１７１ 

 名 称：まいおか町歯科 

 代表者：院長  是澤 智久 

 所在地：横浜市戸塚区舞岡町 3544-3 

 連絡先：０４５－３６９－８１４８ 

 

 

１２ 非常災害対策 

非常時の対応 別途定める「和みの園 災害対策マニュアル」に則り対応致します。 

防災訓練 

別途定める「特別養護老人ホーム 和みの園消防計画」に則り年２

回、夜間及び昼間を想定した避難訓練を入所者も参加して実施しま

す。 

防火設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター ２２ 

避難階段 ４個所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知器 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 ３４ 漏電火災報知器 あり 

ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり 

カーテン・布団等は防災性能のある物を使用しております。 

防火管理者 飯田 敦 

 

１３ 相談窓口、苦情対応 

○サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

苦情受付窓口 

電話番号    ０４５（８５１）０７５３ 

ＦＡＸ番号   ０４５（８５１）１９２０ 

窓口担当    支援相談課長   森谷 健一 

        介護支援専門員  田嶋 知穂 

対応時間    午前９時～午後５時 

 

  ○苦情相談の解決について 

   ①窓口担当者は、面接、電話、書面などにより苦情相談が寄せられた場合は、苦情の内

容や苦情申出者の意向等を確認のうえ記録し、苦情解決責任者（施設長）と第三者委

員会に報告します。（苦情申出者が第三者委員会への報告を拒否した場合は、第三者委

員会への報告を行ないません。）また苦情の解決までの経過について、書面に記録しま

す。 
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②苦情解決責任者は、苦情申出者と話し合いによる解決に努めます。その際、苦情申出

者は、第三者委員会の助言や立会いを求めることができます。また苦情解決責任者

は、必要に応じて第三者委員会の助言を求めることができます。 

   ③苦情解決責任者は、苦情申出者に改善を約束した事項について、一定期間経過後、苦

情申出者に報告を行ないます。 

   ④苦情解決により、サービスの改善や実効性を担保するとともに、利用者の信頼性の向

上を図るため、個人情報に関するものを除き、「事業報告書」や広報誌等に実績を掲載

し、公表します。 

 

○ 和みの園第三者委員会へも直接、苦情の申立てができます。第三者委員会への申し立

てを希望される方は、和みの園のお客様相談窓口までご連絡ください。第三者委員会

の連絡先をお知らせいたします。 

 

○公的機関においても、苦情申出等ができます。 

横浜市役所 

健康福祉局高齢施設課 

所在地 横浜市中区港町１－１ 

電話番号  ０４５（６７１）３９２３ 

ＦＡＸ番号 ０４５（６７４）６４０８ 

対応時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

神奈川県国民健康保険 

団体連合会 

所在地 横浜市西区楠町２７－１ 

電話番号  ０４５（３２９）３４００ 

対応時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

 

１４ 当法人の概要  

法人の名称 社会福祉法人 和みの会 

代表者名 理事長 佐藤 健一 

所在地・電話 横浜市戸塚区東俣野町１７０５番地、０４５（８５１）０７５３ 

業務の概要 

特別養護老人ホーム和みの園の運営 

短期入所生活介護和みの園の運営 

介護予防短期入所生活介護和みの園の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明致しました。 

 

事業者 事業者名   特別養護老人ホーム 和みの園   

 

説明者                   ○印  

 

 

サービス契約にあたり、上記の通り説明を受け、その内容に同意し、これを受領致します。 

 

利用者 氏名                ○印  


